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関市・武儀郡町村 

合併協議会 だより 

合
併
協
議
会
は
、
平
成
十
六
年
六
月
十
日

の
合
併
調
印
式
ま
で
に
十
三
回
開
催
し
、
合

併
協
定
項
目
二
十
五
件
、
事
務
事
業
の
取
り

扱
い
三
十
一
件
の
計
五
十
六
件
に
つ
い
て
協

議
さ
れ
、
調
整
方
針
と
し
て
方
向
付
け
を
頂

き
ま
し
た
。
こ
の
協
議
の
中
で
、
委
員
か
ら

「
よ
り
具
体
的
な
調
整
に
つ
い
て
は
、
調
印

後
も
幹
事
会
で
引
き
続
き
検
討
さ
れ
た
い
」

と
の
要
望
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
幹

事
会
の
検
討
課
題
と
し
て
十
項
目
を
取
り
上

げ
検
討
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。そ
の
結
果
、

次
の
五
項
目

に
つ
い
て
、

幹
事
会
と
し

て
調
整
さ
れ

ま
し
た
の
で
、

詳
細（
裏
面
表

１
）
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

①
　
雪
害
対
策
に
つ
い
て

②
　
第
三
セ
ク
タ
ー
に
つ
い
て

③
　
上
下
水
道
事
業
に
つ
い
て

④
　
イ
ベ
ン
ト
・
行
催
事
に
つ
い
て

⑤
　
町
名
・
字
名
に
つ
い
て

幹
事
会
で
の
検
討
状
況

幹
事
会
検
討
課
題
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幹
事
会
の
検
討
結
果

幹
事
会
の
検
討
結
果 
幹
事
会
の
検
討
結
果 

【
表
１
】 

検
討 

課
題 

調

整

内

容 

雪害対策について 
　
合
併
後
の
除
雪
対
策
に
つ
い
て
は
、
原
則
民
間
委
託
に
よ
り
行
い
、
従
前

か
ら
除
雪
路
線
と
し
て
実
施
し
て
い
る
道
路
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を
基
本

と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

①
除
雪
路
線
　
　
現
在
、
市
町
村
が
計
画
に
基
づ
き
実
施
し
て
い
る
路
線

を
除
雪
路
線
の
基
本
と
す
る
。 

②
出
動
基
準
　
　
一
〇
㎝
以
上
の
積
雪
が
あ
る
場
合
出
動
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
満
た
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
降
雪

が
続
き
そ
れ
以
上
に
な
る
と
思
わ
れ
る
場
合
は
、
担
当
課

長
又
は
地
域
事
務
所
長
の
判
断
に
よ
り
出
動
す
る
も
の
と

す
る
。 

③
実
施
方
法
　
原
則
全
面
民
間
委
託
と
す
る
。 

④
融
雪
剤
等
の
散
布 

　
　
　
　
　
　
　
除
雪
す
る
路
線
に
つ
い
て
は
、
業
者
委
託
と
す
る
。
ま

た
危
険
個
所
に
つ
い
て
は
、
地
元
区
長
及
び
自
治
会
長
等

を
通
じ
配
布
し
、
住
民
が
散
布
す
る
も
の
と
す
る
。 

⑤
そ
の
他
　
　
除
雪
対
策
連
絡
会
議
の
実
施 

　
　
　
　
　
　
　
毎
年
降
雪
の
シ
ー
ズ
ン
前
に
、
本
庁
、
地
域
事
務
所
、

美
濃
建
設
事
務
所
、
建
設
業
者
と
具
体
的
な
除
雪
対
策
に

つ
い
て
、
協
議
・
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。 

第三セクターについて 
　
第
三
セ
ク
タ
ー
の
出
資
金
に
つ
い
て
、
合
併
後
一
年
以
内
に
出
資
比
率
を

二
十
五
％
以
下
に
引
き
下
げ
る
も
の
と
し
、
二
年
以
内
に
民
営
化
に
向
け
て

調
整
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
直
営
施
設
に
お
い
て
も
同
様
に
民
営
化
に

向
け
て
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。 

　
具
体
的
な
調
整
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
第
三
セ
ク
タ
ー
及
び
直
営
施

設
と
個
別
に
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

検
討 

課
題 

調

整

内

容 

上下水道事業について イベント・ 
行催事について 

　
十
七
年
度
に
お
け
る
イ
ベ
ン
ト
・
行
催
事
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
現

行
の
と
お
り
実
施
す
る
も
の
と
す
る
が
、
実
施
方
法
等
に
つ
い
て
は
効
果

的
・
効
率
的
な
開
催
及
び
運
営
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
開
催
日
程

等
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。 

町名・字名に 
ついて 

　
各
町
村
の
町
名
・
字
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
各
町
村
の
意
向
を
尊
重

す
る
も
の
と
す
る
。 

　
た
だ
し
、
町
名
・
地
番
等
が
重
複
し
な
い
よ
う
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
３
ペ
ー
ジ
の
住
所
・
本
籍
表
示
の
と
お
り
と
な
り
ま
し
た
。
） 

①
上
水
道
事
業
及
び
簡
易
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
継
続
す

る
も
の
と
す
る
。 

②
上
水
道
料
金
及
び
簡
易
水
道
料
金
に
つ
い
て
は
、
経
営
審
議
会
等
に
よ
り

検
討
し
、
合
併
後
三
年
を
目
途
に
関
市
の
上
水
道
料
金
に
統
一
す
る
よ
う

調
整
す
る
も
の
と
す
る
。 

③
給
水
装
置
の
工
事
負
担
金
及
び
配
水
管
工
事
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
関
市

に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

④
洞
戸
村
、
板
取
村
、
武
儀
町
、
上
之
保
村
及
び
武
芸
川
町
に
お
け
る
水
道

加
入
金
に
つ
い
て
は
、
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。 

⑤
下
水
道
事
業
及
び
農
業
集
落
排
水
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
継

続
す
る
も
の
と
す
る
。 

⑥
下
水
道
料
金
及
び
農
業
集
落
排
水
施
設
使
用
料
金
に
つ
い
て
は
、
経
営
審

議
会
等
に
よ
り
検
討
し
、
合
併
後
三
年
を
目
途
に
関
市
の
下
水
道
料
金
に

統
一
す
る
よ
う
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。 

⑦
下
水
道
事
業
に
お
け
る
受
益
者
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
関
市
の
制
度
に
統

一
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
洞
戸
村
に
お
け
る
現
在
整
備
中
の
特
定

環
境
保
全
公
共
下
水
道
区
域
に
お
い
て
は
、
三
〇
万
円
と
す
る
。 

⑧
農
業
集
落
排
水
事
業
に
お
け
る
受
益
者
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
と
す
る
。 

⑨
検
針
及
び
料
金
徴
収
に
つ
い
て
は
、
隔
月
と
す
る
。 



平成17年2月7日から住所・本籍表示が変わります 平成17年2月7日から住所・本籍表示が変わります 

洞戸村 

現在の住所・本籍表示 新市における住所・本籍表示 
岐阜県武儀郡洞戸村　市場 岐阜県関市　洞戸市場　（ほらどいちば） 

板取村 
現在の住所・本籍表示 新市における住所・本籍表示 

武芸川町 
現在の住所・本籍表示 新市における住所・本籍表示 

岐阜県武儀郡板取村 岐阜県関市　板取　（いたどり） 

上之保村 
現在の住所・本籍表示 新市における住所・本籍表示 

岐阜県武儀郡上之保村 岐阜県関市　上之保　（かみのほ） 

岐阜県武儀郡洞戸村　通元寺 岐阜県関市　洞戸通元寺（ほらどつうげんじ） 

岐阜県武儀郡洞戸村　片 岐阜県関市　洞戸片　　（ほらどかた） 

岐阜県武儀郡洞戸村　菅谷 岐阜県関市　洞戸菅谷　（ほらどすがだに） 

岐阜県武儀郡洞戸村　下洞戸 岐阜県関市　洞戸小坂　（ほらどこさか） 

岐阜県武儀郡洞戸村　下洞戸 岐阜県関市　洞戸大野　（ほらどおおの） 

岐阜県武儀郡洞戸村　下洞戸 岐阜県関市　洞戸黒谷　（ほらどくろだに） 

岐阜県武儀郡武芸川町　谷口 岐阜県関市　武芸川町谷口　（むげがわちょうたにぐち） 

岐阜県武儀郡武芸川町　宇多院 岐阜県関市　武芸川町宇多院（むげがわちょううだいん） 

岐阜県武儀郡武芸川町　平 岐阜県関市　武芸川町平　　（むげがわちょうひら） 

武儀町 
現在の住所・本籍表示 新市における住所・本籍表示 

岐阜県武儀郡武儀町　富之保 岐阜県関市　富之保　（とみのほ） 

岐阜県武儀郡武儀町　中之保 岐阜県関市　中之保　（なかのほ） 

岐阜県武儀郡武儀町　下之保 岐阜県関市　下之保　（しものほ） 

岐阜県武儀郡武芸川町　小知野 岐阜県関市　武芸川町小知野（むげがわちょうおじの） 

岐阜県武儀郡武芸川町　八幡 岐阜県関市　武芸川町八幡　（むげがわちょうはちまん） 

岐阜県武儀郡武芸川町　高野 岐阜県関市　武芸川町高野　（むげがわちょうたかの） 

岐阜県武儀郡武芸川町　跡部 岐阜県関市　武芸川町跡部　（むげがわちょうあとべ） 

岐阜県武儀郡洞戸村　栗原 岐阜県関市　洞戸栗原　（ほらどくりはら） 

岐阜県武儀郡洞戸村　飛瀬 岐阜県関市　洞戸飛瀬　（ほらどひせ） 

岐阜県武儀郡洞戸村　奥洞戸 岐阜県関市　洞戸尾倉　（ほらどおぐら） 

岐阜県武儀郡洞戸村　奥洞戸 岐阜県関市　洞戸高賀　（ほらどこうか） 

岐阜県武儀郡洞戸村　奥洞戸 岐阜県関市　洞戸阿部　（ほらどあべ） 

岐阜県武儀郡洞戸村　奥洞戸 岐阜県関市　洞戸高見　（ほらどこうみ） 

岐阜県武儀郡洞戸村　奥洞戸 岐阜県関市　洞戸小瀬見（ほらどおぜみ） 

3
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住所・本籍の表示変更により必要となる手続き等について 住所・本籍の表示変更により必要となる手続き等について 
　合併により、住所・本籍の表示変更等の手続きが必要となることがあります。下表を参考に手続きを行っ
てください。また、掲載されていない項目については、各関係機関へお問い合わせください。 
  
　合併に伴う住所・本籍変更の証明書（無料）を、平成17年2月7日（月）から、関市役所市民課、支所及
び各事務所の窓口で交付します。住所・本籍変更の手続きに際し、証明書が必要な方はお申し出ください。 
  
　※関市の住所・本籍表示は今までどおりですので、手続きは必要ありません。 

市役所関係 

項　　目 該　当　者 手 続 き の 方 法 等 

印鑑登録をしている方 
住所・本籍変更の手続きは必要ありません。 

左記の受給者証等を 
お持ちの方 

住所変更の手続きは必要ありません。 
新しい受給者証等を平成17年2月末日
までに郵送します。 
（現在お持ちの受給者証等は2月末まで
有効です。） 

外国人登録をしている方 
住所変更の手続きは必要ありません。
合併後、ご来庁の際に窓口で変更の記
載をします。 

左記の被保険者及び 
年金を受給している方 

住所変更の手続きは必要ありません。 

左記の被保険者証等を 
お持ちの方 

住所変更の手続きは必要ありません。 
新しい被保険者証等を平成17年2月
末日までに郵送します。 
（現在お持ちの被保険者証等は2月末ま
で有効です。） 

左記の被保険者証等を 
お持ちの方 

住所変更の手続きは必要ありません。 
新しい被保険者証等を平成17年2月6
日までに郵送します。 

市民課 
各事務所 

左記手当を 
受給している方 

住所変更の手続きは必要ありません。 児童課 
各事務所 

［保育園］児童課 
［学校］教育委員会 

高齢福祉課 
各事務所 

各保健センター 

戸 籍 ・ 住 民 票  

印 鑑 登 録 証  

外 国 人 登 録 証  

国民健康保険高齢受給者証 

老人保健医療受給者証 

老人保健特定疾病療養受療証 

介 護 保 険 被 保 険 者 証  

児 童 手 当  

児 童 扶 養 手 当  

国 民 年 金 被 保 険 者・ 
国民年金受給者の住所 

学校等に在学（園） 
している方 

公立の保育園、小・中学校については
住所変更の手続きは必要ありません。 

保育園、小･中学校への 
住 所 変 更 手 続 き 

国民健康保険被保険者証 
（退職被保険者証を含む） 

国民健康保険限度額適用・ 
標準負担額減額認定証 

国 民 健 康 保 険 特 定  
疾 病 療 養 受 療 証  

老人医療の限度額適用・ 
標準負担額減額認定証 

左記手帳をお持ちの方 

左記健康診査票をお持ちで 
2月7日以降に医療機関で 

受診予定の方 

住所変更の手続きは必要ありません。 

合併後に受診される場合は、新市の診
査票が必要です。お近くの保健センター
へ届出をしてください。 

母 子 健 康 手 帳  

妊 婦 一 般 健 康 診 査 票  

介 護 保 険 標 準 負 担 額  
減 額 認 定 証  

介護保険特定標準負担額 
減 額 認 定 証  

介護保険利用者負担額減額･ 
免 除 等 認 定 証  

訪問介護利用者負担額 
減 額 認 定 証  

お問い合わせ先 

市民課 
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項　　目 該　当　者 

各受給者証をお持ちの方 

左記に該当する法人 

住所変更の手続きは必要ありません。 
新しい受給者証を平成17年2月末日
までに郵送します。 
（現在お持ちの受給者証は2月末まで有
効です。） 

福祉政策課 
各事務所 

福 祉 医 療 受 給 者 証  

左記のナンバープレート 
（標識）の交付を 
受けている方 

ナンバープレート（標識）交換及び住
所変更の手続きは必要ありません。 
　合併後もそのまま使用できます。 税務課 

各事務所 

生活環境課 
各事務所 

地方自治法第260条の2に 
より認可された地縁による団体 

合併時に住所変更の手続きはありませ
んが、合併後に開催される総会で、規
約にある住所等を変更し、新市に届出
をしてください。 

秘書広報課 

原動機付自転車（125cc
以下のバイク等）及び小型
特殊自動車（農耕用含む。）
のナンバープレート（標識）
と交付証明書 

身 体 障 害 者 手 帳  

療 育 手 帳  

法 人 町 村 民 税に係 る  
法人等の異動（変更）届出書 

町･村県民税にかかる特別
徴収義務者の所在地･  
名 称 変 更 届 書  

一般廃棄物収集運搬業許
可証・一般廃棄物収集運
搬 業 従 業 員 証 明 書  

精神障害者通院医療費 
公 費 負 担 患 者 票  

住所変更の手続きは必要ありません。 

納税等の口座振替登録 
申請をされている方 

口 座 振 替 依 頼 書  

地 縁 に よ る 団 体  

住所変更の手続きは必要ありません。 

左記手帳等をお持ちの方 戦 傷 病 者 手 帳  

精神障害者保健福祉手帳 

し 尿 汲 み 取り申 込 書  

ご み 収 集 申 込 書  

関 市 役 所  （0575）22-3131（代表） 

関 市 洞 戸 事 務 所  （0581）58-2111（代表） 

関 市 板 取 事 務 所  （0581）57-2111（代表） 

関市武芸川事務所 （0575）46-2311（代表） 

関 市 武 儀 事 務 所  （0575）49-2121（代表） 

関市上之保事務所 （0575）47-2001（代表） 

犬 の 飼 い 主 の 住 所  
（ 飼 い 犬 の 鑑 札 ） 

事 業 系 一 般 廃 棄 物  
収 集 許 可 証 明 書  

犬を飼っている方 

左記の申し込みを 
されている方 

左記の許可証等を 
お持ちの方 

住所変更の手続きは必要ありません。 

浄化槽清掃業許可証・ 
浄化槽清掃業従業員証明書 

左記の許可証等を 
お持ちの方 

住所変更の手続きは必要ありません。 
※清掃範囲（許可区域）を拡大する場
合は事業範囲変更許可申請が必要に
なります。 

住所変更の手続きは必要ありません。 

左記の許可証をお持ちの方 
住所変更の手続きは必要ありません。 

一般廃棄物処分業許可証 

左記の届出をされている方 騒音・振動の特定施設の届出 

保
健
セ
ン
タ
ー 

手続き完了 
妊婦一般 

健康診査票 

手 続 き の 方 法 等 お問い合わせ先 

お問い合わせ先 
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県関係事務 

項　　目 該　当　者 手 続 き の 方 法 等 お問い合わせ先 

変更の届出は、必要ありません。 

対象者に住所変更届出書を郵送します
ので、届出書に記入後、県福利厚生室
へ返送してください。 

●県文書法務室 

●県福利厚生室 

●県国際室 

●県土地対策室 

通 訳 案 内 業 免 許  

恩給受給者 恩 給 受 給 者 住 所  

各公益法人 （知事の所管に属する）公益
法人の登記事項変更の届出 

合併後すみやかに県庁で手続を行って
ください。 

私立学校を設置する法人 学 校 法 人 寄 附 行 為  
変 更 認 可 申 請 書  

受給者証をお持ちの方 特定疾患治療研究事業医療受給者証 

特 定 計 量 器 製 造  
（修理、販売）事業届出 

私立学校 

不動産鑑定士（補） 不動産鑑定士（補）の登録 
（変更） 

市町村名の変更による手続きは必要あ
りません。 
　当該市町村における主たる事務所、
従たる事務所及び役員の住所は法務局
で修正します。なお、この修正がされ
るまでの間に変更を希望される方は、
変更の申し出をすることができます。 

●県県民政策室 

●県教育振興室 

法人及び代表役員 
宗教法人の主たる事務所、
従たる事務所及び代表役
員の住所・本籍 

法人及び理事 
特定非営利活動法人の主
たる事務所、従たる事務所
及び理事の住所・本籍 

住所変更の手続きは必要ありません。 
　免許証の住所は合併前のままでも問題
はありません。ただし、新市名に変更する
ことを希望される方は、通常の書換え手
続き（手数料4,000円）を行ってください。 

通訳案内業免許を 
お持ちの方 

◎県旅券センター 
〒５００―８３８４ 
 岐阜市薮田南 
　　　　　　５―１５―５３ 
　県民ふれあい会館内 
 ＴＥＬ ０５８―２７７―１０００ 

旅 券（ パ ス ポ ート ） 

住所変更の手続きは必要ありません。 
　最終ページの「所持人記入欄」の現住所等
はご自身で訂正いただいて結構です。ただし
他のページに書き込みをすると旅券（パスポ
ート）が無効となりますのでご注意ください。 

旅券（パスポート）を 
お持ちの方 

旅券（パスポート）発給申請のために申請
時6ヶ月以内に取得した住民票、戸籍謄（抄）
本は、合併前のものでも使用できます。 

旅券（パスポート）の 
申請をする方 

合併後すみやかに住所変更の手続きを
行ってください。 
　所定の変更登録申請書に変更内容を記入
し、県土地対策室に提出（2部）してください。 

不動産鑑定業者 不動産鑑定業者の登録 
（変更） 

位 置（ 地 番 ）変 更 届  
学（ 園 ）則 変 更 届  

住所変更の届け出は必要ありません。 
　計量証明事業者登録証について、住
所の訂正を希望される方は、変更届お
よび新市で発行する証明書を添付する
ことにより、無料で訂正します。 

登録等をしている方 ●県計量検定所 

計 量 証 明 事 業 登 録  

適正計量管理事業所の
指定 

小児慢性特定疾患医療受診券 住所変更の届け出は必要ありません。 

手帳をお持ちの方 
被爆者健康手帳（被爆者
健康診断受診者証を含む） 

合併後、保健所への来庁の際に住所変
更の手続きを行ってください。 

対象となる方 
受診券をお持ちの方 

結 核 医 療 費 公 費 負 担  
○関保健所 
　ＴＥＬ ０５７５―３３―４０１１ 
　　　　　　　 （代表） 
●県保健医療課 

合併後すみやかに住所変更の手続きを
行ってください。 
　所定の変更登録申請書に変更内容を記入
し、新市で発行する変更の証明書を添付し
て県土地対策室に提出（１部）してください。 

日本国 

JAPAN
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項　　目 該　当　者 

住所変更の手続きは必要ありません。 

住所変更の手続きは必要ありません。 
　ただし、登録証明書の変更を希望す
る方は、登録証明書を添付のうえ変更
手続きを行ってください。 

許可を受けている方 

食品衛生法に係る許可 

と 畜 場 法 に 係 る許 可  

食鳥処理法に係る許可 

化 製 場 法に係 る許 可  

危険な動物に係る許可 

旅 館 営 業 許 可  

公 衆 浴 場 営 業 許 可  

興 業 場 営 業 許 可  

○関保健所 
   ＴＥＬ ０５７５―３３―４０１１ 
                      （代表） 
●県生活衛生課 

○関保健所 
   ＴＥＬ ０５７５―３３―４０１１ 
                      （代表） 
●県薬務課 

届出をしている方 

調理師の方 

動物取扱業に係る届出 

調 理 師 名 簿 の 書 換  
製菓衛生師の方 製菓衛生師名簿の書換 
クリーニング師の方 クリーニング師原簿の書換 

理 容 所 開 設 届  

美 容 所 開 設 届  

クリーニング所開設届  

プ ー ル 設 置 届  

特 定 建 築 物 の 届 出  

登録をしている方 

建 築 物 清 掃 業  

建築物空気環境測定業 

建築物空気調和用ダクト清掃業 

建築物飲料水水質検査業 

建築物ねずみ昆虫等防除業 

建築物環境衛生総合管理業 

住所変更の手続きは必要ありません。 
許可を受けている方 

薬 局 開 設 許 可  

●県福祉政策課 

合併後、所在地名に変更があった場合
は、定款変更後、県福祉事務所に届け
出てください。 

社会福祉法人 社会福祉法人の主たる事務所 

●県障害福祉課 

●県介護支援室 住所変更の手続きは必要ありません。 
居宅サービス事業者等 

介護サービス提供事業者
の 指 定 ・ 許 可  

住所変更の手続きは必要ありません。 手帳をお持ちの方 戦 傷 病 者 手 帳  

●県高齢福祉課 住所変更の手続きは必要ありません。 貸付を受けている方 高齢者住宅整備資金貸付 

住所変更の手続きは必要ありません。 

手当を受給している 特別児童扶養手当証書 
制度に加入している方 
年金受給権者の方 

岐 阜 県 心 身 障 害 者  
扶 養 共 済 制 度  

貸付を受けている方 障害者住宅整備資金貸付 

貸付を受けている方 介護福祉士等修学資金貸付 

役員の住所は法務局で修正します。 
　なお、この修正がされるまでの間に
変更を希望される方は、変更の申し出
をすることができます。 

社会福祉法人 
社会福祉法人の代表権を
有 す る 者 の 住 所  

配 置 従 事 者 の 身 分 証  

医 薬 品 販 売 業 許 可  

医薬品・医薬部外品・化粧品・
医療用具の製造・輸入販売・
修 理 業 許 可  

届出をしている方 

身分証をお持ちの方 

登録をしている方 

医 療 用 具 販 売 業 ・ 
賃 貸 業 届 出  

毒 物 劇 物 販 売 業 登 録  

毒物劇物製造・輸入業登録 

手続き不要 

手続き不要 

手 続 き の 方 法 等 お問い合わせ先 
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項　　目 該　当　者 

住所変更の手続きは必要ありません。 

貸付を受けている方 

手当を受給している方 

母子寡婦福祉資金貸付金 

児 童 扶 養 手 当 証 書  

児 童 手 当  

○武儀事務所環境課 
　ＴＥＬ ０５７５―３３―４０１１ 
　　　　　　　  （代表） 

○武儀事務所環境課 
　ＴＥＬ ０５７５―３３―４０１１ 
　　　　　　　  （代表） 
●県自然環境森林室 

●県廃棄物対策室 

●県水田営農振興室 

●県児童家庭課 

住所変更の手続きは必要ありません。 

許可等を受けている方 
届出をしている方 

産業廃棄物処理業許可 

住所変更の手続きは必要ありません。 届出・登録をしている方 公害関係法令の届出・登録 

産業（一般）廃棄物処理 
施 設 設 置 許 可  

住所変更の手続きは必要ありません。 
　また、市町村及び市町村が加入して
いる団体等については手続きが必要で
すのでお問い合わせください。 

許可を受けている方 
温 泉 法 温 泉 掘 削 、 
増 掘 、動 力 装 置 許 可  

○関保健所 
　ＴＥＬ ０５７５―３３―４０１１ 
　　　　　　 　 （代表） 
●県自然環境森林室 

住所変更の手続きは必要ありません。 
　また、市町村及び市町村が加入して
いる団体等については手続きが必要で
すのでお問い合わせください。 

許可を受けている方 温 泉 法 温 泉 利 用 許 可  

合併後すみやかに住所変更の手続きを
行ってください。 
　所定の変更届出書に変更内容を記入
し、合併後の市町村長による変更の証
明書を添付して病害虫防除所に提出（正
副2部）してください。 

農薬販売業者の方 農 薬 販 売 業 の 届 出  

合併後すみやかに住所変更の手続きを
行ってください。 
　所定の肥料登録事項変更届出書及び
肥料登録証の書換申請書に変更内容を
記入し、合併後の市町村長による変更
の証明書を添付して県水田営農振興室
に提出（2部）してください。 

普通肥料（知事登録） 
生産業者の方 

合併後すみやかに住所変更の手続きを
行ってください。 
　所定の変更届出書に変更内容を記入
し、合併後の市町村長による変更の証
明書を添付して県水田営農振興室に提
出（2部）してください。 

肥料販売業者の方 
肥料生産業者の方 
特殊肥料生産業者の方 

肥 料 登 録 の 申 請  

住所変更の手続きは必要ありません。 
　更新時に住所表記を変更します。ただ
し、変更を希望される方については武儀
事務所環境課で手続きをしてください。 

狩猟免状の交付を 
受けている方 

狩 猟 免 状  

肥 料 販 売 業 務 の 届 出  

特殊肥料生産業者の届出 

登録をしている方 鳥 獣 飼 養 登 録  

登録廃棄物再生事業者 

積替保管施設、再生活用
施 設 設 置 届 出  

浄 化 槽 設 置 届 出  
浄化槽保守点検業者登録 

小規模一般廃棄物焼却施
設届出設置、小規模産業廃
棄物処理施設設置等届出 

●県大気環境室 
●県水環境室 

◎病害虫防除所 
〒５００―１１５２ 
  岐阜市又丸７２９ 
   ＴＥＬ ０５８―２３９―３１６１ 

○×処理場 

手続き不要 

住所変更の手続きは必要ありません。 農業改良資金を 
借り受けている方 

農 業 改 良 資 金  ●県水田営農振興室 

手 続 き の 方 法 等 お問い合わせ先 
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項　　目 該　当　者 手 続 き の 方 法 等 お問い合わせ先 

住所変更の手続きは必要ありません。 
許可証の交付を 
受けている方 

届出をしている方 

動物用医薬品販売業許可証 

住所変更の手続きは必要ありません。 
　更新時や変更届等時に併せて手続を
行ってください。 

岐阜県知事登録旅行業者の方 
及び旅行業者代理業者の方 

旅行業及び旅行業代理業 

診 療 施 設 の 開 設 届  

○中濃家畜保健衛生所 
   ＴＥＬ ０５７４―２５―３１１１ 
　　　　       　（代表） 
●県畜産振興室 

建設工事入札参加資格者
名 簿 登 録  
解 体 工 事 業 の 登 録  
浄 化 槽 工 事 業 の 登 録  

●県水産振興室 

住所変更の手続きは必要ありません。 
　検認（更新）申請時や変更登録（変更）
申請時に住所・本籍表記を変更します。 
　ただし、検認（更新等）の前に住所
変更を希望される方は、県水産振興室
で手続を行ってください。 

漁船登録証票の交付を 
受けている方 

遊漁船業の登録を 
受けている方 

漁 船 登 録  

遊 漁 船 業 の 登 録  

○武儀農林商工事務所 
　産業労働課 
   ＴＥＬ ０５７５―３３―４０１１ 
　　　         　 （代表） 

左記の登録をしている方 

左記の許可を 
受けている方 

○美濃建設事務所 
   ＴＥＬ ０５７５―３３―４０１１ 
　　　　          （代表） 

特例浄化槽工事業の届出 

道 路 占 用 許 可  
河 川 占 用 許 可  
砂防指定地内行為許可 
急傾斜地崩壊危険区域内行為許可 

特例浄化槽工事業の 
届出を行っている方 

住所変更の手続きは必要ありません。 

住所変更の手続きは必要ありません。 

地 す べり防 止 区 域 内  
行 為 許 可  

住所変更の手続きは必要ありません。 
地すべり防止区域内の 
行為許可を受けている方 

○美濃建設事務所 
   ＴＥＬ ０５７５―３３―４０１１ 
　　　　          （代表） 

保険契約者の方 
被保険者の方 

森林国営保険の保険証書 

住所変更の手続きが必要ですので、岐
阜県森林組合連合会・各森林組合・県
庁森林整備室間伐推進担当にお問い合
わせください。（ただし、変更期限の設
定はありませんので、契約している森
林に損害が発生し、保険金の支払い手
続きを行う時点で変更していただいて
も支障はありません。） 

●県森林整備室 
　間伐推進担当 

建 設 業 許 可  

市町村名のみ変わる場合には手続きの
必要ありません。 
　ただし、字名等が変わる場合は美濃建
設事務所に変更届を提出してください。 
（洞戸村、板取村、武芸川町、上之保
村に事業所のある方） 

建設業の許可を 
受けている方 

(大臣許可) 
●県建設政策課 
（知事許可） 
○美濃建設事務所 
   ＴＥＬ ０５７５―３３―４０１１ 
                      （代表） 

●県砂防課 

都市公園占用、設置、管理、
利 用 等 許 可  

住所変更の手続きは必要ありません。 
都市公園法及び条例の 
許可を受けている方 

●県公園緑地課 

専用水道の確認申請又は
新 規 専 用 水 道 の 届 出  

住所変更の手続きは必要ありません。 
専用水道を 
設置している方 

○関保健所 
   ＴＥＬ ０５７５―３３―４０１１ 
　　　　       　（代表） 
●県上下水道課 

宅地建物取引業免許証 
及び宅地建物取引主任者証 

宅建業法上の書換え（更新を含む）時に
変更しますので手続きは必要ありません。 

各免許証及び主任者証の 
交付を受けている方 

建築士事務所登録二級・
木 造 建 築 士 免 許  

住所変更の手続きは必要ありません。 
左記の免許登録を 
受けている方 

●県建築指導課 
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項　　目 該　当　者 手 続 き の 方 法 等 お問い合わせ先 

住所変更の手続きは必要ありません。 

左記の許可証の交付を 
受けている方 

左記の届出をしている方 

林 地 開 発 許 可  
保安林内立木伐採許可 
保 安 林 内 作 業 許 可  
保 安 林 内 立 木 伐 採 届  
保 安 林 内 間 伐 届  
保 安 林 内 緊 急 作 業 届  
保安林内下草、落葉又は落枝の採取届 

○中濃地域農山村 
　整備事務所 
   ＴＥＬ ０５７５―６７―１１１１ 
　　　　       　（代表） 

住所変更の手続きは必要ありません。 
　更新時や変更許可申請時に併せて手
続きを行います。 

左記の許可証等の 
交付を受けている方 

警 備 業 認 定 証  
警備員指導教育責任者証（本籍） 
機械警備業務管理者証（本籍） 
警備業各検定証（本籍） 
古 物 営 業 許 可 証  
質 屋 営 業 許 可 証  
風 俗 営 業 許 可 証  

◎関警察署生活安全課 
   ＴＥＬ ０５７５―２４―０１１０ 
　　　　       　（代表） 
●県生活安全総務課 

住所変更の手続きは必要ありません。 
　短期につき、更新や記載事項変更届
出がないため。 

左記の許可証等の 
交付を受けている方 

自動車保管場所証明証 
道 路 使 用 許 可 証  
駐 車 許 可 証  
通行禁止道路通行許可証 
制 限 外 積 載 許 可 証  
設 備 外 積 載 許 可 証  
荷 台 乗 車 許 可 証  
制 限 外 け ん 引 許 可 証  
緊急通行車両事前届出証 

◎関警察署生活安全課 
   ＴＥＬ ０５７５―２４―０１１０ 
　　　　       　（代表） 
●交通規制課 
〒５００―８４５６ 
  岐阜市加納大黒町３―１８ 
   ＴＥＬ ０５８―２７２―９４０９ 

住所変更の手続きは必要ありません。 
　更新時や変更許可申請時に併せて手
続きを行います。 

銃砲刀剣類を 
所持している方 

銃砲刀剣類所持許可証 

猟銃用火薬類等譲受許可証 

◎関警察署生活安全課 
   ＴＥＬ ０５７５―２４―０１１０ 
　　　　       　（代表） 
●県生活保安課 

保安林の指定及び指定の解除 
森林整備入札参加資格者名簿 

住所変更の手続きは必要ありません。 
左記の申請をしている方 
左記名簿に登録している方 

●県森林保全室 

公立学校教員採用選考試験 住所変更の手続きは必要ありません。 受験を申込んだ方 ●県学校人事課 

岐阜県入札参加資格者名簿 
（ 建 設 工 事 以 外 ） 
口座振込依頼書兼債権者登録票 

住所変更の手続きは必要ありません。 
名簿登載者の方 

登録申請者の方 
●県出納管理課 

（県図書館の蔵書貸出の
た め の ） 貸 出 証  

住所変更の手続きは必要ありません。 貸出証をお持ちの方 ◎県図書館 
　ＴＥＬ ０５８―２７５―５１１１ 

（視聴覚教具貸与申請に
必 要 な ）映 写 技 術 証  

住所変更の手続きは必要ありません。 映写技術証を 
お持ちの方 

●県社会教育課 

県職員、警察官及び市町村
立小中学校職員等採用試験 

住所変更の手続きは必要ありません。 受験を申込んだ方 

緊 急 自 動 車 指 定  
（ 届 出 確 認 ） 証  

住所変更の手続きは必要ありません。 
　ただし、合併に伴い、会社名や組織名等
が変わる場合は、緊急自動車は警察署又は
交通規制課で、道路維持作業用自動車は交
通規制課でそれぞれ手続きをしてください。 

左記指定（届出確認）証の 
交付を受けている方 道路維持作業用自動車指定 

( 届 出 確 認 ) 証  

●県人事委員会事務局 
　職員課 

（教育委員会の所管に属
する）公益法人の登記  
事 項 変 更 の 届 出  

合併後、すみやかに県所管課・室に登
記簿の謄本を添付して届出を行ってく
ださい。 

各公益法人 
●県教育総務課 
　（実際の届出は各公益 
　  法人所管課･室） 

許可証 

手続き不要 

緊急自動車 
指定証 

駐車許可証 

荷台乗車許可証 
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郵便貯金
 

キャッシュ
カード 郵便貯金 

通帳 
○×郵便局 

項　　目 該　当　者 手 続 き の 方 法 等 お問い合わせ先 

住所変更の手続きは必要ありません。 
　更新時や変更許可申請等に併せて手
続きを行います。ただし、更新前に変
更を希望される方は、警察署または運
転者講習センターで手続きをしてくだ
さい。 

住所変更の手続きは必要ありません。 

自動車運転免許証の 
交付を受けている方 

自 動 車 運 転 免 許 証  

◎関警察署交通課 
   ＴＥＬ ０５７５―２４―０１１０ 
　　　　       　（代表） 
●県運転免許課 
〒５０２―０００３ 
岐阜市三田洞東１―２２―８ 
   ＴＥＬ ０５８―２３７―３３７６ 

不動産所有者、抵当権者、
仮登記権利者等（土地登記
簿、建物登記簿等）の住所 

住所変更の手続きは必要ありません。 
　合併により所有者等の住所が新市名
に変更となりますが、合併前の町村名
を合併後の市名として取り扱う「みな
し規定」がありますのでそのままでも
問題はありませんが、新市名に変更登
記を希望される方は、新市で発行する
住所変更の証明書を添付して登記申請
してください。（市名変更に伴う登録の
登録免許税は免除されます。） 

土地登記簿、建物登記簿 
等に関係町村の住所で 
登記されている方 

会社等（商業登記簿、法人
登記簿等）の本店（主たる
事務所）と代表者等の住所 

本店（主たる事務所）の住所変更手続
きは必要ありません。法務局で順次修
正します。なお、この修正がされるま
での間に変更を希望される方は、新市
で発行する住所変更の証明書を登記申
請書に添付して、変更の申し出をする
ことができます。（変更に係る登録免許
税は免除されます。） 
　代表者等の住所は、合併前の町村名
を合併後の市名として取り扱う「みな
し規定」がありますので、そのままで
も問題はありません。 

旧町村に本店を有する 
会社等及びその代表者 

各種自動車の使用者･  
所 有 者 の 住 所  
（ 自 動 車 検 査 証 ） 

住所変更の手続きは必要ありません。 
　なお住所変更を希望される方は、新
市で発行する住所変更の証明書を添付
のうえ手続きを行ってください。（抹消
登録は、住所・本籍の変更登録のうえ
手続きしてください。） 

軽自動車（三輪･四輪）の 
使用者･所有者 

不動産（土地登記簿、 
建 物 登 記 簿 ） 

所在変更の手続きは必要ありません。 
（法務局において職権で変更します。） 

岐阜地方法務局関出張所 
〒５０１―３２４７ 
　関市池田町１５３ 
　ＴＥＬ ０５７５―２２―０９７８ 

軽自動車検査協会 
岐阜事務所 
〒５０１―６１２２ 
　柳津町高桑３２７４―１ 
　ＴＥＬ ０５８―２７９―１１３４ 

住所変更の手続きは必要ありません。 
　ただし、譲渡及び廃車される際は、
新市で発行する住所変更の証明書を添
付のうえ手続きを行ってください。 

普通自動車及び二輪の 
小型自動車 

（排気量250cc以上）の 
使用者･所有者 

中部運輸局岐阜陸運支局 
〒５０１―６１９２ 
　岐阜市日置江２６４８ 
　ＴＥＬ ０５８―２７９―３７１６ 

【お問い合わせ先】　●県庁　TEL 058-272-1111（代表）　○総合庁舎（一部単独庁舎など）　◎その他 

官公署関係 

項　　目 該　当　者 手 続 き の 方 法 等 お問い合わせ先 

郵便番号の変更はありません。 洞戸郵便局 
   ＴＥＬ ０５８１―５８―２１５１ 
板取郵便局 
   ＴＥＬ ０５８１―５７―２１５１ 
武芸川郵便局 
   ＴＥＬ ０５７５―４６―２２６２ 
武儀郵便局 
   ＴＥＬ ０５７５―４９―２０５１ 
上之保郵便局 
   ＴＥＬ ０５７５―４７―２６５１ 

左記の証書等を 
お持ちの方 

郵 便 番 号  

簡 易 保 険 証 書  

郵便貯金キャッシュカード 

左記の通帳を 
お持ちの方 

郵 便 貯 金 通 帳  

○×会社 



各金融機関に確認してください。 

そ  の  他 

項　　目 該　当　者 手 続 き の 方 法 等 お問い合わせ先 

住所変更の手続きは必要ありません。 関市内にある各金融機関 
（愛知銀行を除く） 

各金融機関 

預 金 者 
各金融機関に確認してください。 上記以外の各金融機関 

預 金 取 引 全 般  
（ 当 座 預 金 を 除 く ） 

当 座 預 金・融 資 取 引  取引者等 

住所変更の手続きは必要ありません。 岐阜県国民年金基金 
　ＴＥＬ ０５８―２７２―５８５５ 

国民年金基金加入者及び
受 給 者 の 住 所  

左記基金加入者及び 
受給者 

住所変更の手続きは必要ありません。 中部電力関営業所 
　ＴＥＬ ０５７５―２２―２１２１ 

電 気 使 用 者 の 住 所  電気使用者 

住所変更の手続きは必要ありません。 日本放送協会岐阜放送局 
　ＴＥＬ ０５８―２６４―４６１２ 

N H K 受 信 料  受信契約者 

住所変更の手続きは必要ありません。 ＮＴＴ西日本岐阜支店 
　ＴＥＬ １１６番 

加入電話に関する契約 
電 話 帳 記 載 の 住 所  

契約者 

加入電話に関する契約 

電話帳記載 
の住所 

NHK受信料 
電話帳 

関市・武儀郡町村合併協議会 
〒501－3894　関市若草通３丁目１番地　関市役所６階　TEL 0575-23-9960　FAX 0575-23-9907 
URL http://www.city.seki.gifu.jp/chuno-gappei/  E-mail:chuno-g@atlas.plala.or.jp 
 

編
集
・
発
行 

環境にやさしい植物性大豆インキと 
古紙配合率100％再生紙を使用しています。 

区　　分 

各市町村人口・世帯数・面積 

関市 洞戸村 板取村 武儀町 上之保村 武芸川町 計 

人口総数 76,980 2,381   1,799 4,205 2,424 6,842 94,631

世帯数 25,762    757      626 1,207    724 2,187 31,263

総面積 

人 

世帯 

k㎡ 102.51 40.08 187.35 65.27 49.32 28.31 472.84

平成16年4月1日現在の住民基本台帳人口（外国人を含む） 

この協議会だよりは、岐阜県合併協議会支援交付金を受けています。 

本
年
の
七
月
の
届
出
に
よ
り
廃
置
分

合
の
申
請
書
が
所
定
の
手
続
き
を
経
て
、

十
一
月
五
日
に
総
務
大
臣
に
よ
る
告
示

が
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
法
律

に
基
づ
く
全
て
の
合
併
手
続
き
が
完
了

し
、
平
成
十
七
年
二
月
七
日
に
新
「
関

市
」
が
誕
生
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
十
一
月
五
日
（
金
）
に
告
示

さ
れ
た
総
務
大
臣
に
よ
る
廃
置
分
合
を
官
報

か
ら
抜
粋
し
ま
し
た
。

○
総
務
省
告
示
第
八
百
四
十
二
号

市
町
村
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
六
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
武
儀
郡
洞
戸
村
、
同
郡
板
取

村
、
同
郡
武
芸
川
町
、
同
郡
武
儀
町
及

び
同
郡
上
之
保
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域

を
関
市
に
編
入
す
る
旨
、
岐
阜
県
知
事

か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
七
年
二
月
七

日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す

る
。平

成
十
六
年
十
一
月
五
日

総
務
大
臣
　
麻
生
　
太
郎

合
併
協
議
会
を
開
催

二
月
七
日
に

新「
関
市
」が
誕
生
し
ま
す


